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　トピックス
　

平
成
20
年
度　

中
小
企
業

　

関
係
概
算
要
求
概
要
公
表

　　
経
済
産
業
省
中
小
企
業
庁
は
、
こ
の

た
び
「
平
成
20
年
度
中
小
企
業
関
係 

概

算
要
求
・
財
政
投
融
資
要
求
の
概
要
」

及
び
「
平
成
20
年
度
中
小
企
業
関
係
税

制
改
正
意
見
の
概
要
」
を
公
表
し
た
。

Ⅰ　

中
小
企
業
関
係
概
算
要
求
の
概
要

１
．
基
本
的
考
え
方

　

我
が
国
経
済
は
、
全
体
と
し
て
緩
や

か
に
息
の
長
い
景
気
回
復
を
続
け
て
い

る
が
、
企
業
規
模
や
地
域
に
よ
る
ば
ら

つ
き
が
拡
大
し
て
い
る
。
企
業
倒
産
に

つ
い
て
も
、
全
体
の
倒
産
件
数
が
下
げ

止
ま
る
中
、
小
規
模
な
倒
産
件
数
は
増

加
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

下
、
中
小
・
小
規
模
企
業
等
に
よ
る
活

性
化
を
目
指
す
「
地
域
」、
意
欲
と
成
長

可
能
性
を
有
す
る
中
小
「
企
業
」、
団
体

の
世
代
を
は
じ
め
と
す
る
人
材
（「
ヒ

ト
」）、
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
在
力
を
発
揮
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
・
小
規
模
企

業
の
底
上
げ
を
図
り
、
将
来
の
成
長
と

地
域
の
活
性
化
を
実
現
す
る
。

２
．
概
算
要
求
額

平
成
20
年
度
要
求
額  

１
，
５
６
９
億
円

平
成
19
年
度
予
算
額  

１
，
２
６
０
億
円

対
前
年
増
減　
　
　

    

＋
３
０
９
億
円

　

※
こ
の
他
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
計
上
あ
り
。（
平
成
19
年
度
は

３
８
０
億
円
。
平
成
20
年
度
の
要
求
額

は
調
整
中
。）

３
．
重
点
項
目

⑴
「
地
域
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

①
意
欲
あ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
強

化
【
１
５
０・４
億
円
（
2
億
円
）】

　

小
規
模
事
業
者
等
が
基
礎
的
な
経
営

力
強
化
を
図
り
、
将
来
の
発
展
・
成
長

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
挑
戦
を
応
援
す

べ
く
、
Ｉ
Ｔ
の
活
用
を
通
じ
た
会
計
・

財
務
等
の
経
営
能
力
の
向
上
を
支
援
す

る
。

②
地
域
中
小
企
業
の
再
生
支
援 
【
53
億

円
（
３
３・２
億
円
）】

　

こ
れ
ま
で
約
１
，
８
０
０
件
の
再
生

計
画
を
と
り
ま
と
め
た
各
地
域
の
中
小

企
業
再
生
支
援
協
議
会
及
び
全
国
本
部

の
体
制
を
拡
充
強
化
し
、
再
生
フ
ァ
ン

ド
と
一
体
と
な
っ
た
「
地
域
中
小
企
業

再
生
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
強
化
す

る
。
地
域
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
の
事
業
再
生
に
即
応
し
、
き
め
細
か

く
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
整
備
す
る
。 

③
「
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
推
進
【
１
１
７
億
円

（
１
０
１・３
億
円
）】

　
「
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
を
推
進
し
、地
域
に
お
け
る
新
商
品
、

新
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
を
支
援
す
る
。
各

地
域
の
「
強
み
」
で
あ
る
地
域
資
源
（
産

地
の
技
術
、
農
林
水
産
品
、
観
光
資
源
）

を
活
用
し
、
５
年
間
で
１,
０
０
０
件

の
新
事
業
創
出
を
目
指
す
。  

④
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
・
商
店
街
の
活

性
化【
１
２
１・３
億
円（
９
２・７
億
円
）】

　

コ
ン
パ
ク
ト
で
に
ぎ
わ
い
あ
ふ
れ
る
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
空

き
店
舗
を
利
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機

能
の
強
化
や
就
業
機
会
の
創
出
な
ど
、

そ
の
集
積
性
・
立
地
環
境
を
活
か
し
た

様
々
な
社
会
機
能
が
集
積
す
る
場
と
し

て
商
店
街
の
活
性
化
を
推
進
す
る
。  

⑵
「
企
業
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

⑤
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化 

【
26
億
円
（
2
億
円
）】

　

事
業
の
将
来
性
、
後
継
者
不
足
、
相

続
人
間
の
遺
産
分
割
や
遺
留
分
、
相
続

税
の
問
題
な
ど
、
日
本
経
済
を
支
え
る

べ
き
中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
は
様
々

な
問
題
が
あ
る
。
事
業
の
継
続
・
発
展

を
通
じ
た
雇
用
確
保
や
地
域
経
済
の
活

力
維
持
を
図
る
べ
く
、
法
的
措
置
を
含

め
た
事
業
承
継
円
滑
化
の
た
め
の
総
合

的
な
支
援
策
を
講
ず
る
。  

⑥
下
請
適
正
取
引
等
の
推
進 

【
6
億
円

（
０・９
億
円
）】

　

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
の
観
点
か

ら
、
下
請
取
引
に
関
す
る
各
種
相
談
対

応
機
能
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
下
請
代

金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
厳
格
な
運
用

に
努
め
る
と
と
も
に
、「
下
請
適
正
取
引

等
の
推
進
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

周
知
等
に
よ
り
、
下
請
適
正
取
引
等
の

推
進
を
図
る
。 

⑦
資
金
調
達
の
円
滑
化 

【
２
０
３・８
億

円
（
77
億
円
）】

　

金
融
情
勢
は
全
般
的
に
は
緩
和
し
つ

つ
あ
る
も
の
の
、
二
極
分
化
が
広
が
り
、

小
規
模
企
業
を
中
心
と
し
て
、
資
金
調

達
難
に
直
面
す
る
中
小
企
業
は
多
い
。

担
保
・
自
己
資
本
が
不
足
し
が
ち
な
小

規
模
企
業
等
へ
の
資
金
供
給
機
能
の
強

化
、
運
転
資
金
不
足
を
克
服
す
る
た
め

の
売
掛
債
権
の
早
期
現
金
化
支
援
等
、

従
来
手
薄
だ
っ
た
企
業
の
資
金
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
策
を
講
ず
る
。

⑧
中
小
企
業
の
Ｉ
Ｔ
化
、
研
究
開
発
等

の
支
援
【
１
６
４・９
億
円
（
99
億
円
）】

　

Ｉ
Ｔ
専
門
家
の
派
遣
や
情
報
シ
ス
テ

ム
へ
の
投
資
の
促
進
等
に
よ
り
、
中
小

企
業
の
Ｉ
Ｔ
化
を
強
力
に
推
進
す
る
。

⑶
「
ヒ
ト
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

⑨
中
小
企
業
に
お
け
る
人
材
能
力
の
向

上
【
２
８・８
億
円
（
５
・４
億
円
）】

　

若
手
人
材
の
量
的
不
足
等
の
一
方
、

団
塊
の
世
代
は
大
量
に
定
年
を
迎
え
る
。

大
企
業
、
都
市
部
に
偏
在
し
た
団
塊
世

代
の
有
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
活
用

さ
れ
る
よ
う
、
企
業
等
を
退
職
し
た
人

材
が
、
地
域
・
中
小
企
業
で
新
現
役
と

し
て
再
活
躍
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す

る
（「
新
現
役
チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」）。

⑩
新
事
業
創
出
・
創
業
の
支
援

【
２
２・８
億
円
（
２
２・６
億
円
）】

　

創
業
の
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供
給
、

販
路
開
拓
の
全
国
展
開
の
促
進
な
ど
、

創
業
に
係
る
経
営
を
支
援
し
、
地
域
に

お
け
る
小
規
模
事
業
者
等
の
挑
戦
を
支

援
す
る
。 

Ⅱ　

 

中
小
企
業
関
係
税
制
改
正
意
見
の

概
要

　

年
間
29
万
社
の
廃
業
の
う
ち
、
後
継

者
不
在
に
よ
る
も
の
が
7
万
社
、
そ
れ

に
伴
う
雇
用
の
喪
失
が
毎
年
20
万
～

35
万
人
に
上
り
、
事
業
承
継
問
題
へ
の

対
応
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、

地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
の
生
産

性
向
上
・
成
長
の
底
上
げ
に
向
け
た
投

資
の
加
速
を
図
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
基
本
的
視
点
に
立
ち
、

（
１
）
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
、

（
２
）
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
・
成
長

の
底
上
げ
、（
３
）
中
小
企
業
者
に
対
す

る
留
保
金
課
税
停
止
措
置
の
延
長
、（
４
）

能
登
半
島
地
震
及
び
新
潟
県
中
越
沖
地

震
の
被
災
者
支
援
と
被
災
地
の
復
興
の

た
め
の
特
例
措
置
、
等
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
い
る
。



　特　　集■　　　　

Chiba Federation of small Businessssociations �

　 　組合名称が決まり次第、LLP印鑑の作成を注文する。
併せて印鑑証明書等を準備しておくこと。法人の場合、
法人が登記されている法務局に登記申請する場合は、
登記事項証明書と法人印鑑証明書の添付は不要となる。

（法人の職務執行者の個人印鑑証明書は必要）

　③LLP契約書の作成

　次の絶対的記載事項をチェックする。
　①組合事業（変更には必ず総組合員の同意）
　②組合名称（変更には必ず総組合員の同意）
　③事務所所在地
　④ 組合員の住所・氏名（法人は所在地・名称）（変更に

は必ず総組合員の同意）
　⑤契約効力発生日
　⑥ 契約存続期間（LLPは有期契約である。変更には必

ず総組合員の同意）
　⑦ 出資額と出資目的（出資金の全額振込みの確認を判

断する。変更には必ず総組合員の同意）
　⑧ 事業年度（財務諸表の作成は事業年度経過後2 ヶ月

と法定されている）
　　 この他、相対的記載事項及び任意的記載事項などを

契約書に記載。LLP設立には契約書を作成し、毎事
業年度毎に貸借対照表、損益計算書及びその付属明
細書の作成が義務付けられている。

　④便宜上の代表者を決定

　LLP印鑑証明書に名前が記載される。
　出資金を振り込む代表の個人口座を開設する。
　 便宜上であっても、事業のリーダー的な存在の組合員

が望ましい。

　⑤出資金の全額の払込み

　 　契約に記載した出資金を全額払い込むこと。組合員
各個人名義で、各個人別々に代表者個人の口座に出資
金を払い込む。出資の履行は、全額払い込むことが
LLP契約の効力発生要件である。出資金が1円以上あれ
ばいくらでも可能であるが、LLPの設立には2以上必要
なので、最低出資金は2円となる。現金だけでなく、貸
借対照表に計上可能である動産、不動産、有価証券、
知的財産権等の現物出資も可能。

　⑥出資金払込み証明書の作成

　 　銀行の通帳をコピーする。通帳の見開き1ページ目と
各組合員からの振込み金額が記載されているページの
コピーをとる。

　　⑦契約書の登記申請
　
　 　事務所の所在地を管轄する法務局（支局、出張所）

に登記申請をする。登録免許税は、6万円。
　 （登記簿記載事項）①事業②名称③事務所の所在地　

④組合員の氏名又は名称（法人の場合）及び住所⑤契約
効力発生日⑥存続期間⑦組合員が法人の場合の職務執
行者⑧組合契約で特に解散事由を定めた場合はその
理由

　⑧登記完了

  　 　補正日までに署名不備の連絡がなければ完了（平均1週
間程度で完了する）。完了後は各官公署に次の届出を行う。

　 1．給与支払い事務所等の開設届出書…税務署　2．源
泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書…税務署
3．保険関係成立届（労災・雇用保険）…労働基準監
督署　4．適用事業所設置届（雇用保険）…公共職業
安定所　5．社会保険新規適用届…社会保険事務所

３．LLPの運営
　 ① 業務執行の決定…LLPの業務執行に関する意思決定

は、組合事業の健全性及び債権者の保護の観点から、
原則として総組合員の全員一致で行わなければなら
ない。

　 ② 業務の執行…LLPの組合員は、全員が業務を執行す
る権利と義務を負う。組合員は善良なる管理者の注
意をもって自己の職務を遂行する義務を負っており、
何らかの形で、業務執行を行わなければならない。

　 ③ 契約の主体…LLPは、組合員の肩書き名前で契約し、
その効果は当該組合員のみでなくすべての組合員に
及ぶ。業務委託契約、売買契約、雇用契約、ライセ
ンス契約等は、下記のような組合員である旨の肩書
き付き名義で締結される。

　有限責任事業組合中小企業連携支援センター
　　　組合員　A

　 ④ 財産の管理…LLPは法人格がなく財産は総組合員の
共有とされる。LLPでの財産の所有形態は、組合員
すべての「合有」（持分権はあるが、持分の処分は
制約され、目的物の分割を請求することが出来ない）
財産として、不動産、動産、知的財産を所有する。

　 ⑤ 加入脱退…LLPの加入及び脱退は制限されている。
新規に組合員が加入することは、他の組合員の利害
に大きく影響するので、組合員の全員一致による決
定と組合契約の変更を必要とする。

　 ⑥ 計算規定…貸借対照表、損益計算書及びその付属明
細書の作成が毎事業年度ごとに、義務づけられてい
る。

　 ⑦ 損益分配…LLPは出資比率に応じない柔軟な損益分
配が可能である。例えば、技術、知識、ノウハウな
どによる組合員の組合事業への貢献を勘案して分配
を決定することができる。これにより、組合員のイン
センティブが高まり、人的な資産を活かしやすい組織
とすることが期待できる。

　 ⑧ 解散・清算…LLPの解散は、LLP法上の解散事由及
び契約書に記載された解散事由の発生により解散す
る。LLPは、法人格を持たないため、法人格のある
株式会社などの会社形態への組織変更はできない。
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１．制度の概要
（1） 制度の特徴　LLP（法律上の名称は「有限責任事業

組合」であるがLimited Liability Partnershipの略称
で以下LLP）は、個人又は法人が共同して事業を行
う新たな連携組織体であり、以下3つの特徴をもって
いる。

　 ① 有限責任…出資者が、出資額の範囲までしか事業上
の責任を負わないこととする制度である。これにより、
組合員の事業上のリスクが限定され、事業に取り組
みやすくなる。

　 ② 内部自治…組織の内部ルール（利益や権限の配分運
営）が、法律によって詳細に決められているのでは
なく、組合員同士の合意により決定できることである。
具体的には2つあり、（イ）出資比率によらず、損益の
配分が柔軟にできること、（ロ）代表者、取締役など
の機関の設置が強制されず組合員の間で柔軟に決め
ることができること、である。これにより、重要な組
合員のインセンティブを高めることができ、事業ニー
ズに応じた柔軟な組織運営が可能となる。

　 ③ 構成員課税…組合には課税せず、組合員に直接課税
する仕組みをいう。これにより、LLPで利益が出たと
きには、LLPに法人税課税等は課税されず、組合員
への利益配分に直接課税されることとなる。LLPで
損失が出たときは、出資の価格を基礎として定めら
れる一定額の範囲内で、組合員の他の所得と損益通
算することができる。

（2）メリットとディメリット
　○メリット
　　①組合員全員の有限責任
　　②組合運営の内部自治の徹底
　　③構成員課税の適用
　　④登記による公示
　　⑤安価、簡易に短時間で設立
　○ディメリット
　　①法人格がない
　　②資金調達が困難
　　③業務執行の決定は総組合員の同意が原則
　　④不動産登記等財産帰属は組合員連名
　　⑤制度創設が間もないため認知度、信頼度が低い

（3）LLPと他の組織の制度比較

 LLP （協） （株）

　根拠法 A B C
　法人格の有無 × ○ ○
　出資者の有限責任 ○ ○ ○
　所有と経営の分離 × × ○
　内部自治 ○ × ×
　構成員課税 ○ × ×
　決算公告 × × ○

　A…有限責任事業組合契約に関する法律
　B…中小企業等協同組合法
　C…会社法

２．LLPの設立の手続き
　設立に際して、行政庁による認可、公証人による認証
などの手続きは必要ない。登記の際の登録免許税が６万
円、登録申請書類の審査は1週間程度であり、LLPは、設
立する際に要する費用と時間が最も少ない連携組織と言
える。

　①LLPの組織概要の確認

　名称・事業目的を決定する。
　① 現在は、同一市区町村内でも、所在地さえ異なれば

類似商号で同一目的の登記が可能となったが、有名
企業、有名ブランド等を名称にするのは、不正競争
防止法等で問題となる可能性がある。事業活動上支
障となることが予想される場合、法律上問題はなくて
も、類似商号は避けるべきである。

　② 目的文言の事前確認をする。原則、誰もが理解でき
る言葉や言い回しでないと認められない場合がある。
法務局で事前に目的文言の適否を相談しておけば、
登記申請をスムーズに完了できる。

　 ②LLP印鑑作成、組合員個人印鑑証明書（法人の場
合は、登記事項証明書、法人の印鑑証明書、職務執
行者個人の印鑑証明書）の準備

ＬＬＰ（有限責任事業組合）の概要について
―　事業に適した組織形態の選択のために　―

　民法上の組合の特例として施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく有限責任事業組合（Ｌ
ＬＰ）の設立が、平成17年8月の制度施行後順調に増加しており、経済産業省経済産業政策局の発表によれば
設立件数は、平成17年12月末で約300件、18年12月末で約1600件となっている。組合員の組み合わせとして
は、「個人と個人」の連携が約1080件で65％を占め、次いで「個人と法人」が約370件で22％「法人と法人」
が約200件で13％である。全国中央会が実施した調査では平成18年4月～10月の７ヶ月で289件の相談があり、
そのうち31件が設立に成功している。千葉県内では昨年12月末で44件のLLPが登記されている。以下、LLPに
ついて概要を紹介する。
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業の育成や既存企業の新分野進出に向けた研究開発・技術指導のほか、貸し研究室等を安価に提供する
など支援事業を実施している。 

　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業技術室　 TEL.043-223-2797
　　　　         千葉県産業振興センター　東葛テクノプラザ TEL.04-7133-0139　
                      http://www.ttp.or.jp/
　　　　　　　　　　　　　

知的財産を戦略的に活用したい
⑴発明相談事業
　 　発明協会千葉県支部において、特許、実用新案等の出願や登録手続に関する相談等を実施している。
　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業企画室　TEL.043-223-2719
　        　　　 発明協会千葉県支部  TEL.043-290-7071
⑵特許技術の移転・仲介支援、特許情報の検索・活用方法支援
　 　千葉県知的所有権センター（発明協会千葉県支部内）では、特許技術の提供側あるいは導入側の企業

からの相談に応じている。さらに、特許等に関する模倣品対策のため専門の弁護士が相談に応じる。 
　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業企画室 TEL.043-223-2719
　　　  　　　 千葉県知的所有権センター  TEL.043-207-8201
⑶戦略的特許取得・連携活用事業
　 　千葉県産業振興センターでは、特許の実務や技術開発に精通した専門家（知財戦略コーディネーター）

を派遣し、特許取得に向けた先行技術調査や特許マップの活用、さらには製品化のための共同研究等の
選定を行うなど、総合的な特許活用を支援する。 

　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業企画室　TEL.043-223-2719
　　　  　　　 千葉県産業振興センター 新事業支援グループ   TEL.043-299-2653 
⑷知的財産戦略支援事業
　 　千葉県内の中小企業者に対し、知的財産や技術動向の調査・解析等を行う知的財産専門家等を一定期

間集中的に派遣し、中小企業者が保有している知的財産活用のための戦略策定等を支援するものである。
　①特許分析等の支援
　　・特許マップ作成
　　・サイテーション分析
　　・特許流通支援チャートの活用支援
　②特許戦略策定等の支援
　　・研究開発戦略策定
　　・知的財産戦略策定
　③事業化に向けた特許評価等の支援
　　・ビジネスプラン作成支援
　　・特許等の評価に基づいた資金調達等の支援
　◎問合せ先　千葉県産業振興センター　総合支援室 TEL.047-426-9011

企業連携支援
　千葉県異業種交流融合化協議会では企業や大学との連携をサポートしています。
 

他の企業や大学との連携を図りたい
　お互いの経営資源を提供しあって新技術の開発や新たな事業分野の開拓などを円滑に進めるために、協
議会では県内の組合、異業種交流グループ、企業、大学、公設研究機関、金融機関等と連携して研究会や
交流会、見学会などを実施している。

【研究会】①水と環境に関するグループ研究会②農業交流研究会③ＩＴ活用経営研究会
　◎問合せ先　千葉県中小企業団体中央会　連携支援部   TEL.043-242-3277
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研究開発支援
　千葉県では、県内中小企業が研究開発から事業化段階にいたるまで、次のような各種支援策を設けてい
るので、必要に応じて活用して下さい。

研究開発・設備導入のための資金を調達したい
⑴新産業創造研究開発費補助事業
　 　バイオテクノロジー、情報通信、医療・福祉、環境、住宅、新製造技術、燃料電池、情報家電、ロボッ

ト、エネルギーの各分野で新技術・新製品等に関する技術研究又は試作をしようとする場合、経費の一
部を補助する。 

　・補助率　２分の１以内（県）
　・補助限度額
　　一般枠300万円まで、ただし、創造法の認定を受けている場合は100万円～ 500万円
　　共同研究開発枠1,000万円まで、ただし、１事業者あたり500万円まで
　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業技術室　TEL.043-223-2718 
⑵設備貸与
　 　小規模企業者等及び創業者が導入する設備を産業振興センターが購入し、貸与（割賦販売・リース）を行う。 
　①割賦販売
　　・割賦損料率 年利2.50％
　　・保 証 金 設備価格の10％
　　・貸与期間 ３年～７年
　　・償還条件 ６ヶ月据置月賦均等
　　・限度額 6,000万円（創業者は3,000万円）
　②リース
　　・リース料率 月1.392％（７年）　～　2.990％（３年）
　　・保 証 金 なし
　　・貸与期間 法定耐用年数により３年～７年
　　・限 度 額 6,000万円（創業者は3,000万円） 
 　◎問合せ先　 千葉県商工労働部経営支援課　金融支援室　  TEL.043-223-2707
　　　　　　　  千葉県産業振興センター　設備貸与グループ　TEL.043-299-2902 
⑶設備資金
　 　小規模企業者等及び創業者が設備を導入するにあたり、その購入資金の２分の１までを産業振興セン

ターが無利子で貸し付ける。 
　　・限度額 4,000万円　（創業者は6,000万円）
　　・償還期間 ７年
　　・償還条件 １年据置月賦均等 
 　◎問合せ先　千葉県商工労働部経営支援課　金融支援室　　TEL.043-223-2707
　　　　　       千葉県産業振興センター　設備貸与グループ　TEL.043-299-2903 

技術相談又は技術・ノウハウを導入したい
⑴産業支援技術研究所
　 　産業支援技術研究所において技術相談、依頼試験等に対応するほか、技術講習会・研究発表会等を開

催している。また、技術開発に不可欠な試験検査機器を備えて企業技術者に開放する先端技術開放試験
室等を設置している。 

　◎問合せ先　千葉県商工労働部産業振興課　産業技術室  TEL.043-223-2718
　　　　　      千葉県産業支援技術研究所　企画調整室 　 TEL.043-231-4326　
⑵東葛テクノプラザ
　 　総合産業支援施設として、産・学・官の研究交流を軸に、中小企業の技術力の向上と、ベンチャー企
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処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
解
す
る
。
こ

の
場
合
、
組
合
員
た
る
資
格
が
喪
失
し

た
こ
と
を
理
事
会
に
お
い
て
確
認
し
た

旨
を
議
事
録
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、

内
容
証
明
郵
便
を
も
っ
て
持
分
払
戻
請

求
権
の
発
生
し
た
旨
の
通
知
を
行
う
こ

と
が
適
当
と
考
え
る
。
除
名
は
総
会
の

議
決
を
要
し
、
こ
の
場
合
除
名
し
よ
う

と
す
る
組
合
員
に
対
す
る
通
知
、
弁
明

の
機
会
の
付
与
等
の
手
続
が
必
要
で
あ

る
が
、
組
合
員
に
対
す
る
通
知
は
組
合

員
の
届
出
住
所
に
す
れ
ば
足
り
、
こ
の

通
知
は
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
と

き
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か

ら
一
応
通
知
は
な
さ
れ
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
は
、

そ
の
組
合
員
が
総
会
に
出
席
せ
ず
弁
明

を
行
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
組
合
員
は

弁
明
の
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
、
除
名
議
決
の
効
力
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

な
お
、
除
名
が
確
定
し
た
場
合
は
、

資
格
喪
失
の
場
合
と
同
様
の
通
知
と
す

る
の
が
適
当
で
あ
る
。

　

以
上
の
手
続
に
よ
り
、
当
該
組
合
員

に
持
分
払
戻
請
求
権
が
発
生
す
る
が
、

そ
の
請
求
権
は
２
年
間
で
時
効
に
よ
り

　

公
平
奉
仕
の
原
則
の

　

適
用
に
つ
い
て

　

行
方
不
明
組
合
員
の

　

出
資
金
整
理
に
つ
い
て
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　組合Ｑ＆Ａ
消
滅
す
る
の
で
、
時
効
ま
で
未
払
持
分

と
し
て
処
理
し
、
時
効
成
立
を
ま
っ
て
こ

れ
を
雑
収
入
又
は
債
務
免
除
益
に
振
り

替
え
る
の
が
適
当
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
４
＝
組
合
員
で
あ
る
個
人
企
業
は
、

現
在
、
株
式
会
社
を
設
立
す
る
準
備
を

進
め
て
い
る
が
、
手
続
が
完
了
し
た
時
、

組
合
は
、定
款
の
規
定
に
基
づ
き
「
名
称
」

の
変
更
届
を
出
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、

組
合
員
名
簿
を
変
更
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
処
理
方
法
で
よ
い
か
。

［
Ａ
］ 

組
合
員
で
あ
る
「
個
人
企
業
」
が
、

「
法
人
企
業
」
で
あ
る
株
式
会
社
に
代
わ

る
こ
と
は
、
一
個
人
企
業
の
脱
退
（
事
業

の
廃
止
に
伴
う
組
合
員
た
る
資
格
の
喪
失

に
よ
る
法
走
脱
退
（
中
協
法
第
19
条
第
１

項
第
１
号
））
と
、
株
式
会
社
の
新
規
加

入
と
い
う
２
つ
の
行
為
を
含
ん
で
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
原
則
的
に
は
、
個
人

企
業
に
は
、
事
業
の
廃
止
に
伴
い
、
持

分
払
戻
請
求
権
が
生
じ
、
組
合
は
、
こ

の
請
求
に
応
じ
、
脱
退
の
手
続
を
と
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

ま
た
、
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
を
組

合
に
加
入
さ
せ
る
に
は
、
株
式
会
社
か

ら
加
入
の
申
込
み
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
申
込
み
に
対
す
る
組
合
の
承
諾
が
得

ら
れ
た
後
、
株
式
会
社
は
組
合
に
対
し

て
、
出
資
金
の
払
込
み
を
行
う
こ
と
と

な
る
。

　

し
か
し
、
個
人
企
業
と
法
人
で
あ
る

株
式
会
社
が
、
実
体
的
に
み
て
併
存
す

る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
組
合
員
で
あ

る
個
人
企
業
は
、
組
合
の
承
諾
を
得
た

後
、
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
に
持
分
を

譲
渡
し
て
脱
退
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
譲
り
受
け
た
法

人
は
当
然
に
組
合
員
と
な
り
、
出
資
金

の
払
込
み
は
必
要
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
５
＝
国
税
徴
収
法
（
昭
和
34
年
法
律

第
１
４
７
号
）
に
よ
れ
ば
、
税
務
署
長

は
企
業
組
合
等
の
組
合
員
の
国
税
滞
納

に
対
し
て
そ
の
持
分
を
差
し
押
え
、
そ

の
持
分
を
再
度
換
価
に
付
し
て
も
、
な

お
買
受
入
が
な
い
と
き
等
の
場
合
は
組

合
等
に
対
し
て
、
そ
の
持
分
の
一
部
の
払

戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同

法
第
74
条
）と
あ
る
。
し
か
し
同
条
に
は
、

事
業
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
特
に
規
定

し
て
い
な
い
が
、
事
業
協
同
組
合
に
も

同
条
の
規
定
が
及
ぶ
も
の
か
ど
う
か
。

　

ま
た
、
仮
に
上
記
の
請
求
が
正
当
で

あ
る
と
し
た
場
合
に
、
当
該
組
合
の
持

分
払
戻
方
法
が
出
資
額
限
度
の
と
き
は
、

差
押
え
請
求
で
あ
っ
て
も
、
出
資
限
度

と
し
て
払
戻
請
求
に
応
ず
れ
ば
よ
い
か
。

［
Ａ
］ 

国
税
徴
収
法
第
74
条
は
、
企
業
組

合
に
限
ら
ず
中
協
法
に
基
づ
く
他
の
協

同
組
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
。

本
条
は
、
そ
の
適
用
者
に
つ
い
て
「
…
…

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
く
企
業

組
合
、
信
用
金
庫
そ
の
他
の
法
人
で
組

合
員
、
会
員
そ
の
他
の
持
分
を
有
す
る

構
成
員
が
任
意
に
（
脱
退
に
つ
き
予
告

そ
の
他
一
定
の
手
続
を
要
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
を
し
た
後
任
意
に
）
脱
退
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
…
…
」
と
規
定

し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、「
そ
の
他

の
法
人
で
組
合
員
、
会
員
そ
の
他
の
持

分
を
有
す
る
構
成
員
が
任
意
に
脱
退
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
の
中
に
、
企
業

組
合
以
外
の
協
同
組
合
も
当
然
含
ま
れ

る
と
解
す
る
。

　

ま
た
、
払
戻
請
求
の
限
度
に
つ
い
て

は
、
定
款
に
出
資
額
を
限
度
と
し
て
持

分
を
払
い
戻
す
旨
の
規
定
が
あ
れ
ば
、

本
条
に
よ
る
持
分
の
払
戻
請
求
に
つ
い

て
も
、
出
資
額
を
限
度
と
し
て
払
戻
請

求
に
応
ず
れ
ば
よ
い
と
解
す
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
当
該
組
合
員
が
組
合
に
お
い

て
現
に
有
す
る
権
利
以
上
の
も
の
を
本

条
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
６
＝
法
定
脱
退
者
が
組
合
に
対
す
る
経

費
又
は
斡
旋
原
料
代
等
を
滞
納
し
て
い
る

と
き
、
仮
に
本
年
４
月
に
法
定
脱
退
し
た

者
に
本
事
業
年
度
末
た
る
○
年
３
月
末
に

持
分
算
定
の
上
、
払
い
戻
す
こ
と
に
な
る

が
、
４
月
以
降
滞
納
金
の
払
込
み
が
な
い

場
合
、
年
度
末
ま
で
の
延
滞
金
（
定
款
及

び
総
会
議
決
を
も
っ
て
徴
収
す
る
よ
う
規

定
さ
れ
て
い
る
）
を
も
加
算
し
て
、
払
戻

持
分
よ
り
差
し
引
い
て
支
障
な
い
と
解
せ

ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
か
。

［
Ａ
］
脱
退
し
た
者
に
対
し
、
債
権
を
有

す
る
組
合
が
脱
退
者
に
支
払
う
持
分
と
、

そ
の
債
権
を
相
殺
す
る
場
合
、
脱
退
以

降
持
分
支
払
ま
で
の
期
間
に
対
し
、
定

款
に
定
め
る
延
滞
金
を
課
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

定
款
は
組
合
員
で
な
く
な
っ
た
脱
退

者
に
対
し
て
は
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い
の

で
、
脱
退
者
か
ら
定
款
の
規
定
に
よ
っ

て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
脱
退
時
よ
り
持
分
の
確
定

す
る
そ
の
事
業
年
度
末
ま
で
は
、
脱
退

者
の
債
務
不
履
行
に
対
し
、
民
法
の
法

定
利
率
（
年
５
％
）
に
よ
る
利
息
を
課

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

個
人
企
業
が
会
社
を

　

設
立
し
た
場
合
の
組
合
員
と

　

し
て
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

滞
納
処
分
に
よ
る

　

持
分
の
差
押
え
に
つ
い
て

　

脱
退
者
に
対
す
る

　

延
滞
金
の
徴
収
に
つ
い
て
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〈
資
産
運
用　

い
ろ
い
ろ  

経
済
学 

〉

ア
メ
リ
カ
が
く
し
ゃ
み
を
す
る
と
風
邪
を
ひ
く
日
本
の
投
資
環
境

　

八
月
十
七
日
、
う
な
る
よ
う
な
暑
さ

の
中
、
東
京
株
式
市
場
は
、
日
経
平
均

株
価
の
前
日
比
、
八
七
四
円
安
を
記
録

し
、
一
万
五
二
七
三
円
を
つ
け
七
年
ぶ

り
の
下
げ
幅
を
記
録
し
た
。円
が
一
時
、

一
ド
ル
＝
一
一
一
円
半
ば
ま
で
急
騰

し
、
米
国
の
景
気
減
速
と
国
内
輸
出
企

業
の
業
績
悪
化
懸
念
か
ら
世
界
の
信
用

収
縮
が
再
び
頭
を
も
た
げ
て
き
た
。

　

米
国
が
ク
シ
ャ
ミ
を
す
れ
ば
、
日
本

は
風
邪
を
引
く
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ

ど
、
昨
今
の
日
本
の
株
価
は
米
国
頼
り

で
あ
る
。

　

米
国
発
の
株
価
急
落
の
原
因
は
、
サ

ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
と
い
わ
れ
て

い
る
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
と
は
信

用
力
の
低
い
個
人
向
け
住
宅
融
資
の
こ

と
で
、
所
得
が
少
な
い
層
に
、
過
度
に

貸
し
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
米
国
で
は
信
用
履
歴
が
低
く
て
も

高
い
金
利
さ
え
支
払
え
ば
、
ロ
ー
ン
を

組
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
の
本
質
は
、

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け

て
、
米
国
で
は
好
景
気
と
銀
行
間
の
競

争
激
化
に
よ
り
、
与
信
基
準
が
大
き
く

低
下
す
る
と
同
時
に
高
級
リ
ゾ
ー
ト
地

へ
の
金
儲
け
の
た
め
の
投
資
が
拡
大
す

る
と
い
っ
た
一
大
住
宅
ブ
ー
ム
が
起

こ
っ
た
。
し
か
し
、
リ
ゾ
ー
ト
バ
ブ
ル

が
破
綻
し
、
そ
の
影
響
で
地
域
の
住
宅

価
格
が
急
落
し
、
最
後
に
バ
バ
を
引
い

た
ロ
ー
ン
の
借
り
手
が
住
宅
を
売
る
に

売
れ
ず
、
返
済
で
き
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
が
国
際
化

し
た
の
は
、
こ
う
し
た
信
用
力
の
低
い

ロ
ー
ン
債
権
を
ま
と
め
証
券
化
商
品
と

し
て
売
り
出
す
段
階
で
、
投
資
フ
ァ
ン

ド
が
か
ら
み
、
し
か
も
、
全
世
界
の
投

資
家
か
ら
資
金
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め
で
あ
る
。

　

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
の
発
端
に
な
っ

た
の
は
仏
銀
行
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
の
資
産

担
保
証
券
の
凍
結
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン

ド
と
い
う
形
で
世
界
に
リ
ス
ク
が
分
散

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
各
国
金
融
機
関
の

損
失
が
な
お
不
透
明
な
の
で
あ
る
。「
世

界
の
誰
か
が
知
ら
な
い
う
ち
に
リ
ス
ク

を
か
ぶ
る
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
べ
き

だ
」と
す
る
意
見
も
多
く
、米
住
宅
ロ
ー

ン
証
券
化
商
品
へ
の
格
付
け
会
社
の
姿

勢
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

投
資
フ
ァ
ン
ド
と
は
、
投
資
家
か
ら

お
金
を
集
め
、
株
式
や
不
動
産
な
ど
に

投
資
し
て
利
益
を
稼
ぐ
会
社
で
金
融
や

証
券
な
ど
の
専
門
知
識
を
持
つ
プ
ロ
の

集
団
だ
。経
営
不
振
企
業
を
買
収
し
て
、

業
績
を
改
善
さ
せ
て
高
い
価
格
で
売
る

企
業
買
収
フ
ァ
ン
ド
、
世
界
中
で
株
式

や
債
権
な
ど
に
投
資
す
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ

ン
ド
、
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
が

あ
る
。
フ
ァ
ン
ド
は
三
～
五
年
後
に
は

一
定
の
利
益
を
つ
け
て
投
資
家
に
お
金

　視　　点■　　　　

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
シ
ョ
ッ
ク

世
界
を
駆
け
る
投
資
フ
ァ
ン
ド

株価と為替の推移

（朝日新聞07.08.18）
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　視　　点
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ァ
ン

ド
の
助
言
で
業
績
が
回
復
し
た
企
業
も

あ
る
が
、
反
面
、
企
業
に
リ
ス
ト
ラ
を

求
め
経
営
陣
と
衝
突
し
た
り
、
安
く
買

い
取
っ
て
事
業
を
次
々
に
売
却
し
、
会

社
を
細
ら
せ
る「
ハ
ゲ
タ
カ
フ
ァ
ン
ド
」

も
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
住
宅
市
場
や
中
国
経
済

の
過
熱
、
円
の
為
替
レ
ー
ト
、
さ
ら
に

国
際
フ
ァ
ン
ド
の
動
向
な
ど
が
大
き
く

日
本
の
株
価
へ
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
特
に
昨
年
四
月
の
ラ
イ
ブ
ド
ア
の

上
場
廃
止
以
来
、
東
証
一
部
上
場
株
と

新
興
市
場
の
株
価
に
は
、
大
き
な
開
き

が
で
て
き
た
。

　

新
興
市
場
に
は
、
マ
ザ
ー
ズ
、
ヘ
ラ

ク
レ
ス
、
ジ
ャ
ス
ダ
ッ
ク
の
三
市
場
が

あ
り
、
一
三
四
九
社
の
上
場
と
な
っ
て

い
る
。
な
か
で
も
マ
ザ
ー
ズ
、
ヘ
ラ
ク

レ
ス
市
場
は
、
平
成
六
年
一
月
の
ピ
ー

ク
時
と
比
較
し
て
、
七
割
も
の
下
落
を

示
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ス
ダ
ッ
ク
の
下
落

率
は
三
割
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
東
京

一
部
市
場
が
一
・
二
％
の
上
昇
を
示
し

て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
一
部
上
場
企
業
の
登
竜
門

と
い
わ
れ
た
マ
ザ
ー
ズ
市
場
も
、
赤
字

で
も
上
場
で
き
る
と
い
う
審
査
基
準
を

維
持
し
て
い
る
せ
い
か
、「
半
価
八
掛

二
割
引
」
の
水
準
ま
で
株
価
が
落
ち
込

ん
で
い
る
。

　

問
題
点
は
、
①
甘
い
審
査
基
準
で
年

間
一
五
〇
社
以
上
も
の
会
社
が
新
規
上

場
す
る
た
め
、
経
営
体
質
の
脆
い
企
業

が
多
い
。
②
上
場
時
が
最
高
株
価
で

六
ヶ
月
も
す
る
と
半
値
以
下
に
な
る

ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
③
企
業
が
成

長
資
金
を
確
保
す
る
場
で
な
く
、
創
業

者
・
出
資
者
が
投
資
回
収
す
る
場
に

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
内
部
管
理
体
制
や
情
報

開
示
の
審
査
を
徹
底
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
し
、一
定
期
間
が
経
過
し
て
も
、

業
績
が
伸
び
な
い
企
業
は
、
上
場
を
廃

止
す
る
な
ど
の
処
置
を
と
る
こ
と
が
必

要
な
時
期
に
来
て
い
る
。

　

高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
日
本
経
済
の

課
題
の
一
つ
は
千
五
百
兆
円
と
い
わ
れ

る
家
計
の
金
融
資
産
を
ど
う
活
か
す
か

で
あ
る
。
政
府
も「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」

と
訴
え
る
が
、
株
式
投
資
は
一
筋
縄
に

は
い
か
な
い
。

　

企
業
経
営
者
に
と
っ
て
、
株
式
投
資

を
す
る
こ
と
で
、
経
済
を
見
る
目
を
養

い
、
景
気
動
向
を
俊
敏
に
感
ず
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ど
う
い
う
点
に
留
意
し
て

株
を
売
買
す
る
か
を
み
て
み
よ
う
。

　

銘
柄
選
択
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な

株
は
絶
対
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。

①
赤
字
・
無
配
株
、
②
社
員
数
が
極
端

に
少
な
く
業
務
内
容
が
不
明
、
③
Ｍ
Ｓ

Ｃ
Ｂ
（
新
株
予
約
権
付
社
債
）
発
行
会

社
、④
割
当
先
が
怪
し
い
第
三
者
割
当
、

⑤
頻
繁
に
下
降
業
績
予
想
を
出
す
会
社

―
―

な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ
の
類
の

銘
柄
は
新
興
市
場
銘
柄
に
多
く
あ
り
、

長
期
的
視
点
か
ら
投
資
す
る
銘
柄
と
は

い
え
な
い
。

　

私
達
が
学
ぶ
と
し
た
ら
、
世
界
第
二

位
の
資
産
家
で
、「
オ
マ
ハ
の
賢
人
」

と
呼
ば
れ
る
著
名
投
資
家
ウ
ォ
ー
レ

ン
・
バ
フ
ェ
ッ
ト
の
投
資
の
極
意
で
あ

ろ
う
。
理
由
は
、
①
一
度
買
え
ば
数
十

年
は
持
ち
続
け
る
と
い
う
投
資
の
哲

学
、
②
「
事
業
の
将
来
性
」
だ
け
で
な

く
「
経
営
者
の
資
質
」
を
見
て
投
資
す

る
、
③
理
解
で
き
な
い
も
の
に
は
投
資

し
な
い―

―

が
信
条
で
あ
る
。
バ

フ
ェ
ッ
ト
の
最
も
親
し
い
経
営
者
で
ハ

イ
テ
ク
産
業
の
旗
手
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
に

対
し
、
バ
フ
ェ
ッ
ト
は
飲
料
や
ひ
げ
そ

り
な
ど
自
分
の
理
解
で
き
る
ロ
ー
テ
ク

ば
か
り
を
投
資
先
に
選
ん
で
い
る
の
も

お
も
し
ろ
い
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
短
期
的
な
デ

イ
ト
レ
ー
ド
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

し
か
し
、
長
期
的
に
は
各
種
経
済
統
計

を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
、
読
み
と
洞
察

力
を
活
か
す
こ
と
が
資
産
運
用
の
王
道

で
あ
る
。
経
営
活
動
そ
の
も
の
に
も
こ

の
「
読
み
と
洞
察
力
」
を
活
か
し
て
い

き
た
い
。

（
中
小
企
業
診
断
士　

大
塚
愼
二
）

新
興
市
場
の
危
う
さ

株
へ
の
資
産
運
用
を
ど
う
展
開
す
る
か
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ご　案　内■

　平成20年10月以降の商工中金の位置付けや業務範囲を定める「株式会社商工組合中央金庫法」が成立し、
平成20年10月１日に施行されることになりました。
　この法律により、商工中金は平成20年10月、現在の協同組織金融機関から特殊会社(特別の法律に基づく
株式会社)に移行します。そして、その後おおむね５年から７年を目途として政府保有株式の全部が処分さ
れ、中小企業金融機能を維持するために必要な措置が講じられたうえで完全民営化されます。
　完全民営化にあたっては、中小企業組合と中小企業の皆さまの成長に貢献するという、70年にわたって
追求してきた指名を引き継ぎ、より高い次元で実現することを目指します。構成員に対する金融機能の根
幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置が講じられます。
　引き続き皆様から信頼され、支持され、今まで以上にお役に立てるよう、役職員一人ひとりが努力を続
けてまいる所存です。今後とも格別のご指導とお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

株式会社商工組合中央金庫法（概要）
１．新商工中金の目的
　株式会社商工組合中央金庫は、その完全民営化の
実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業
等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成
員とする団体およびその構成員に対する金融の円滑
化を図るために必要な業務を営むことを目的とする
株式会社とする。

２．法律の概要
　平成20年10月
○新会社(株式会社商工組合中央金庫)の定款で定め
る事項や株式の割当て方法等を記載する「転換計画」
を作成し、予め民間出資者等に通知のうえ、円滑な
組織転換を行う。
○新会社の自己資本の充実等、財務内容の健全性の
確保に資するものとして、政府出資のかなりの部分
を特別準備金とする。

　移行期　　
（１）株式（株主）
○株主構成を政府、中小企業団体、およびその構
成員に限定する。
○政府保有株式に対する剰余金配当の特例を設け
る。

（２）業務
○中小企業金融機能の根幹を維持できるよう、貸付
対象を中小企業団体及びその構成員に限定する。
○預金資格に関する制限を撤廃する。
○金融債(商工債)の発行を引き続き可能とする。

○中小企業等協同組合等が新商工中金の代理業務を
担うことを可能とする。
○子会社の保有を可能とする。
○危機対応に係る指定金融機関とみなす。(株式会
社日本政策金融公庫法により別途措置)

（３）監督
○主務大臣の監督は真に必要なものに限定し、民間
金融機関とのイコールフィッティングや財政措置に係
る公益性確保の観点に留意し、政府関与を縮小する。

　
　完全民営化時点
○市場の動向を踏まえつつ、法施行後おおむね５～
7年を目途として、政府保有株式の全部を処分する。
○政府が保有する株式を全部処分した後、移行期に
係る特別の法律は廃止。
○そのうえで、中小企業金融機能を維持するため、
株主資格の制限その他必要な措置を講じる。

ご参考
新商工中金の株式の概要
１．株主資格
・新商工中金の株主は、政府、中小企業等協同組合
等の中小企業団体、株主である中小企業団体の直接
又は間接の構成員となります。
２．議決権保有制限
・総株主の議決権の5％以上の保有者となる場合は、
予め主務大臣の認可が必要となります。（現商工中
金では、1所属団体の出資口数は民間出資の１％以
下に制限されています。）

商工中金からのお知らせ
新商工中金法と経営の基本的な考え方について

⇐

⇐
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　連携リーダー
【
組
合
の
概
要
】

　

成
田
市
上
町
商
店
街
振
興
組
合
は
、
成
田

山
新
勝
寺
の
表
参
道
の
中
で
中
間
部
分
３
分

の
１
を
占
め
る
商
店
街
で
あ
る
。
市
の
表
参

道
の
電
線
地
中
化
計
画
に
合
わ
せ
て
平
成
14

年
に
法
人
化
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
事

業
で
あ
る
商
店
街
の
環
境
整
備
の
ほ
か
来
街

者
用
駐
車
場
の
管
理
、
共
同
宣
伝
事
業
、
共

同
販
売
促
進
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
成
田
市

上
町
の
商
業
活
動
は
門
前
町
商
店
街
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
長
い
歴
史
を
持
っ
て
発
展
し
て

き
た
。
来
年
成
田
山
は
１
０
７
０
年
祭
で
あ

る
。
そ
し
て
現
在
、
成
田
空
港
の
平
行
滑
走

路
の
拡
張
工
事
が
始
ま
っ
て
お
り
、
周
辺
環

境
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
商
店

街
は
国
土
交
通
省
に
よ
る
平
成
17
年
度
都
市

景
観
大
賞
の
「
美
し
い
ま
ち
な
み
優
秀
賞
」

に
選
考
さ
れ
た
。
全
国
で
商
店
街
の
衰
退
が

叫
ば
れ
る
中
に
あ
っ
て
千
葉
県
下
で
も
有
数

の
賑
わ
い
あ
る
商
店
街
で
あ
る
。
今
年
度
か

ら
「
日
本
一
大
き
な
声
で
元
気
に
〝
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
〟
を
言
え
る
商
店
街
」
を
目
指

し
て
い
る
。

【
理
事
長
会
社
概
要
】

　

理
事
長
は
、
合
資
会
社
徳
利
衣
料
店
の
３

代
目
で
あ
る
。
栗
山
理
事
長
の
お
爺
様
が
、

佐
原
に
本
店
の
あ
る
徳
利
洋
品
店
の
成
田
店

と
し
て
出
店
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
取
り
扱

い
商
品
は
、
紳
士・婦
人
洋
品・肌
着・靴
下・

生
活
雑
貨
・
学
生
服
と
い
わ
ゆ
る
洋
品
店
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
。
組
合
の
話
に
戻
る
と
当

商
店
街
振
興
組
合
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
栗

山
理
事
長
の
功
績
が
と
て
も
大
き
い
。
任
意

商
店
街
時
代
を
含
め
る
と
20
年
以
上
も
商
店

会
長
を
勤
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

理
事
長
を
支
え
る
執
行
部
と
組
合
員
の
皆
さ

ん
の
結
束
力
の
強
さ
。
幼
少
の
頃
か
ら
の
友

人
が
い
る
商
店
街
の
強
み
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

趣
味
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
独
唱
と
写
真
と

の
こ
と
、
独
唱
は
学
生
時
代
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ

だ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
披
露
す
る
の
は
専
ら

商
店
街
の
飲
み
会
の
カ
ラ
オ
ケ
で
。
写
真
は

集
合
写
真
専
門
で
こ
ち
ら
は
所
属
す
る
ロ
ー

タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
や
鹿
山
会
（
佐
倉
高
校
Ｏ
Ｂ

会
）、
成
田
祇
園
祭
で
撮
影
す
る
と
の
こ
と
。

座
右
の
銘
は
「
人
の
心
に
入
る
。
自
然
に
学

ぶ
。
原
点
に
返
る
。」
店
は
お
客
様
の
た
め

に
あ
り
、
継
続
は
力
な
り
と
は
、
年
中
無
休

の
営
業
そ
の
も
の
で
あ
る
と
納
得
で
き
る
。

成田市上町商店街振興組合　　栗山秀太良理事長

３
店
と
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
。

営
業
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後
6
時
半
で

年
中
無
休
で
あ
る
。

【
栗
山
秀
太
良
理
事
長
の
横
顔
】

　

栗
山
理
事
長
は
、
現
在
成
田
商
工
会
議
所

の
2
号
議
員
、
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
や
倫
理

法
人
会
に
も
所
属
、
地
元
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
お
り
、
世

話
好
き
の
人
柄
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
い
う
人
柄
だ
か
ら
こ
そ
一
国
一
城
の
主

の
集
合
体
で
あ
る
商
店
街
を
纏
め
る
事
が
で

日
本
一
の
門
前
町
を
目
指
し
て

　

街
づ
く
り

あ
る
。　
　
　

　

現
在
は
顧
客
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

50
代
以
上
に
絞
り
込
み
、「
ま
す

ま
す
き
れ
い
輝
く
熟
年
」
を
コ

ン
セ
プ
ト
に
日
々
商
売
に
励
ん
で

い
る
。
当
商
店
街
も
昔
は
生
活

雑
貨
店
が
大
部
分
で
あ
っ
た
が
、

現
在
で
は
観
光
客
相
手
の
お
土

産
物
店
と
飲
食
店
ば
か
り
に

な
っ
て
し
ま
い
、
生
活
雑
貨
店
は

理
事
長
の
店
舗
を
含
め
て
僅
か

成田市上町商店街振興組合
所 在 地　成田市上町503
代 表 者　栗山　秀太良
組合員数　60名　出資金　241万円
職 員 数　1名

◎
く
り
や
ま
・
ひ
で
た
ろ
う　

昭
和
40
年
3
月
法
政
大
学

卒
業
、
4
月
田
畑
百
貨
店
（
現
千
葉
パ
ル
コ
）
入
社
。
昭

和
42
年
徳
利
衣
料
店
入
社
。
平
成
10
年
代
表
社
員
。
平
成

14
年
成
田
市
上
町
商
店
街
振
興
組
合
理
事
長
。
64
歳
。
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■
味
噌
製
造
業 
【
県
内
全
域
】

　

原
料
の
値
上
げ
、
引
続
き
の
原

油
高
騰
に
よ
る
包
装
資
材
等
の
値

上
げ
が
味
噌
の
販
売
価
格
に
転
嫁

で
き
な
い
。

■
そ
の
他
繊
維
製
造【
県
内
全
域
】

　

当
月
は
取
引
先
が
夏
休
み
の
た

め
売
上
減
。
メ
ー
カ
ー
よ
り
仕
入

の
単
価
が
原
油
高
騰
の
た
め
値
上

げ
の
申
し
入
れ
。

■
シ
ャ
ツ
製
造
業

【
千
葉
県
・
東
京
都
】

　

７
月
と
同
じ
く
悪
い
感
じ
。

バ
ー
ゲ
ン
で
は
勝
組
、
負
組
が

は
っ
き
り
と
別
れ
て
い
る
。　

■
印
刷 

【
千
葉
市
】

　

８
月
は
全
く
不
振
。
加
え
て
用

紙
の
値
上
り
10
％
も
悪
影
響
に

な
っ
て
い
る
。

■
生
コ
ン
製
造 

【
県
内
全
域
】

　

前
年
同
期
比
（
４
月
～
７
月
）

97
％
と
ト
ー
タ
ル
で
減
少
。
厳
し

さ
続
く
模
様
。

■
電
気
鍍
金 

【
県
内
全
域
】

　

８
月
は
夏
季
休
暇
が
あ
っ
た
た

め
に
売
上
・
受
注
量
と
も
に
減
少

し
て
い
る
。

■
土
砂
採
取
業
・
採
石
業

【
県
内
全
域
】

　

千
葉
県
中
部
地
区
の
砂
利
搬
入

企
業
に
限
り
業
績
は
回
復
し
つ
つ

あ
る
が
、
燃
料
単
価
の
高
騰
に
よ

り
搬
入
ダ
ン
プ
業
者
に
影
響
が
で

て
い
る
。

■
石
油
製
品
製
造
業【

富
津
市
・
他
】

　

夏
場
で
の
景
況
に
は
変
化
な

し
。

　

多
分
野
で
バ
イ
オ
が
活
発
で
あ

る
が
、
実
際
の
収
益
と
は
結
び
つ

か
な
い
。

■
食
肉
卸
売
業 

【
県
内
全
域
】

　

原
油
高
重
油
灯
油
高
に
な
り
ボ

イ
ラ
ー
経
費
高
で
困
っ
て
い
る
。

■
建
築
材
料
卸
売 

【
県
内
全
域
】

　

横
這
い
よ
り
や
や
弱
含
み
感
強

い
。
セ
メ
ン
ト
は
原
燃
料
ア
ッ
プ

の
転
嫁
値
上
げ
が
か
な
り
浸
透
し

て
き
た
。
将
来
展
望
が
開
け
な
い

た
め
転
業
廃
業
を
選
択
す
る
店
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

■
自
動
車
解
体
業 

【
県
内
全
域
】

　

廃
車
の
入
庫
は
か
な
り
悪
い
。

多
く
の
解
体
業
者
は
玉
の
確
保
に

頭
を
痛
め
て
い
る
。

■
小
売 

【
柏
市
】

　

猛
暑
と
周
辺
に
開
店
し
た
量
販

店
の
せ
い
か
、
来
店
客
数
が
減
っ

て
い
る
。
秋
物
商
品
も
猛
暑
の
影

響
を
受
け
、
出
足
は
良
く
な
い
。

周
辺
に
相
次
い
で
開
店
し
た
大
型

店
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。

■
小
売 

【
東
金
市
】

　

初
旬
は
、
バ
ー
ゲ
ン
品
の
継
続

販
売
。
中
旬
よ
り
秋
物
へ
の
シ
フ

ト
に
な
っ
た
が
暑
い
夏
が
続
い
て

し
ま
っ
た
。
下
旬
よ
り
本
格
的
な

暑
さ
は
収
ま
っ
た
が
夏
が
続
い
て

い
る
。
毎
年
厳
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
が
、
今
年
は
さ
ら
に
厳
し
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

■
小
売 

【
野
田
市
】

　

８
月
中
旬
か
ら
猛
暑
が
続
き
、

夏
物
カ
ジ
ュ
ア
ル
衣
料
は
売
上
げ

が
伸
び
た
が
、
一
方
で
秋
物
衣
料

の
動
き
が
鈍
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

■
小
売 
【
大
網
白
里
町
】

　

微
減
。
当
Ｓ
Ｃ
道
路
反
対
側
に

近
日
靴
と
衣
料
品
の
路
面
店
が

オ
ー
プ
ン（
５
０
０
㎡
×
２
専
門
店
）

■
電
気
機
器
小
売 

【
県
内
全
域
】

　

猛
暑
に
な
っ
た
が
、
エ
ア
コ
ン

の
前
月
比
に
変
化
な
し
。
そ
の
他

■
学
習
塾 

【
県
内
全
域
】

　

夏
期
講
習
受
講
者
も
ほ
ぼ
例
年

ど
お
り
で
終
了
。

■
一
般
廃
棄
物
処
理
業【

千
葉
市
】

　

８
月
と
い
う
事
で
先
月
よ
り
も

売
上
高
、
依
頼
件
数
共
に
減
少
し

て
い
ま
し
た
。

　

各
組
合
員
も
千
葉
市
清
掃
工

場
で
の
厳
し
い
搬
入
検
査
に
も
少

し
ず
つ
対
応
が
出
来
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
お
客
様
に
も
排
出
禁

止
物
、
分
別
等
の
認
識
が
で
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

■
建
設 

【
県
内
全
域
】

　

当
連
合
会
加
入
組
合
の
国
、県
、

市
町
村
か
ら
の
受
注
は
５
，

３
６
０
百
万
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

前
年
比
で
５
０
０
万
円
の
減
少
と

な
っ
た
。
前
年
同
月
比
で
も
１
，

３
６
０
百
万
円
の
減
少
と
な
っ
て

い
る
。
要
因
と
し
て
は
、
国
の
発

注
が
減
少
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

■
貨
物
運
送 

【
野
田
市
】

　

車
輌
の
不
足
感
が
あ
り
必
要
な

台
数
を
そ
ろ
え
る
の
に
苦
労
す
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
運
賃
の

値
上
げ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
乗

務
員
の
不
足
も
気
に
な
る
。

全
体
的
に
良
く
な
い
。

■
中
古
車
仕
入
・
販
売【

県
内
全
域
】

　

卸
売
市
場
輸
出
主
導
型
に
（
異

質
の
引
き
合
い
活
況
・
タ
マ
不
足

は
さ
ら
に
深
刻
）
直
販
動
向
の
好

転
も
見
込
め
な
い
（
新
た
な
対
応

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
）

■
農
業
機
械
販
売
整
備【

県
内
全
域
】

　

平
成
18
年
食
料
自
給
率
が
13

年
ぶ
り
に
40
％
を
割
り
39
％
と

な
っ
た
。
又
、
本
年
２
月
１
日
現

在
の
販
売
農
家
は
３・
６
％
減
の

１
８
１
万
戸
と
減
少
化
に
歯
止
め

が
か
か
ら
ず
、
高
齢
化
の
波
も
止

ま
ら
ず
、
70
歳
以
上
の
就
農
者
が

45
％
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
高
齢

者
の
新
品
農
機
の
購
入
は
考
え
ら

れ
な
い
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス【
習
志
野
市
】

　

7
月
よ
り
１・
５
％
減
。
昨
年

同
月
（
８
月
）
よ
り
５
％
増
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス 

【
銚
子
市
】

　

非
常
に
悪
い
。

■
建
設
揚
重 

【
県
内
全
域
】

　

稼
働
率
は
下
げ
傾
向
。燃
料
費
、

タ
イ
ヤ
等
の
高
騰
で
苦
慮
し
て
い

る
。　

景　　況■
情
報
連
絡
員
報
告
を
中
心
と
し
た

県
内
の
中
小
企
業
動
向

＆
ト
ピ
ッ
ク
ス
・
8
月
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　お知らせ
　　

千
葉
県
の
活
力
溢
れ
る
中
小
・
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
を
表
彰
す
る
「
千
葉
元
気

印
企
業
大
賞
」（
主
催
・
フ
ジ
サ
ン
ケ

イ 

ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
〈
日
本
工
業
新
聞

社
〉、
共
催
・
千
葉
興
業
銀
行
）
の
第

13
回
選
考
対
象
企
業
を
募
集
し
ま
す
。

　

こ
の
表
彰
制
度
は
95
年
度
に
創
設
さ

れ
、
新
技
術
や
製
品
開
発
、
独
創
的
な

経
営
・
サ
ー
ビ
ス
に
優
れ
た
企
業
を
表

彰
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
１
１
８

社
が
受
賞
し
て
い
ま
す
。
今
回
で
13
回

目
を
迎
え
ま
す
が
、
名
実
と
も
に
県
内

の
活
力
あ
る
元
気
印
企
業
へ
の
「
登
竜

門
」
と
し
て
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

【
選
考
対
象
お
よ
び
表
彰
】 

　

◇
千
葉
元
気
印
企
業
大
賞
・
千
葉
県

知
事
賞
（
以
下
５
賞
の
中
か
ら
最
優
秀

賞
と
し
て
一
社
を
選
定
）（
副
賞
50
万

円
）
◇
優
秀
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
賞
◇
優

秀
技
術
賞
◇
優
秀
経
営
賞
◇
ベ
ン

チ
ャ
ー
賞
◇
地
球
環
境
貢
献
賞
（
副
賞

各
20
万
円
）

【
応
募
資
格
と
方
法
】

　

千
葉
県
内
に
本
社
ま
た
は
事
業
所
を

置
く
全
て
の
企
業
（
東
証
１
、
2
部
上

場
企
業
は
除
く
）。
自
薦
、
他
薦
に
よ

る
公
募
。
応
募
用
紙
な
ど
詳
し
く
は
事

務
局
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
募
集
締
切
り
】

　

２
０
０
７
年
10
月
末
日
ま
で
。

【
発　

表
】

　

２
０
０
８
年
１
月
中
旬
、
フ
ジ
サ
ン

ケ
イ 

ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
、
産
経
新
聞
、

サ
ン
ケ
イ
リ
ビ
ン
グ
新
聞
に
掲
載

【
応
募
先
・
事
務
局
】

　

フ
ジ
サ
ン
ケ
イ 

ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ

千
葉
支
局

〒
２
６
０
‐
０
０
１
３

千
葉
市
中
央
区
中
央
4
‐
17
‐
3

電
話　

０
４
３
‐
２
２
７
‐
０
６
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
３
‐
２
２
７
‐
０
６
５
２

　
　
　
　
　
　

　

働
き
方
の
見
直
し
に
よ
り
、
長
時
間

労
働
の
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
む
中

小
事
業
主
の
方
々
を
支
援
す
る
た
め
、

「
中
小
企
業
労
働
時
間
適
正
化
助
成
金
」

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
是
非
ご
活

用
下
さ
い
。

　

こ
の
助
成
金
は
、「
特
別
条
項
付
き

時
間
外
労
働
協
定
※
」
を
締
結
し
て
い

る
中
小
企
業
事
業
主
で
あ
っ
て
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
事
項
を
全
て
盛
り
込

ん
だ
「
働
き
方
改
革
プ
ラ
ン
」（
実
施

期
間
１
年
間
）
を
作
成
し
、
都
道
府
県

労
働
局
長
の
認
定
を
受
け
、
こ
れ
を
実

施
し
た
方
に
対
し
百
万
円
を
支
給
す
る

も
の
で
す
。

　

イ　

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置 

　

⑴
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定

の
対
象
労
働
者
を
半
分
以
上
減
少
さ
せ

る
こ
と 

　

⑵
割
増
賃
金
率
を
自
主
的
に
引
き
上

げ
る
こ
と
（
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
を
35
％
以

上
に
、
又
は
、
月
80
時
間
を
超
え
る
時

間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
を
50
％

以
上
に
引
き
上
げ
る
こ
と
） 

　

ロ　

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置 

　

⑴ 

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進 

　

⑵ 

休
日
労
働
の
削
減 

　

⑶ 

ノ
ー
残
業
デ
ー
等
の
設
定 

　

ハ　

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置 

　

⑴
業
務
の
省
力
化
に
資
す
る
設
備
投

資
等
の
実
施
（
３
百
万
円
以
上
の
も
の

に
限
る
） 

　

⑵ 

新
た
な
常
用
労
働
者
の
雇
入
れ

※ 

「
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協

定
」
と
は
、
時
間
外
労
働
に
関
す
る
協

定
（
い
わ
ゆ
る
36
協
定
）
を
締
結
す
る

場
合
に
、
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
と
き

に
限
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
労

働
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
限
度
時
間

を
超
え
る
延
長
時
間
を
定
め
て
い
る
協

定
で
す
。

　

本
助
成
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
千

葉
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電
話
０
４
３
‐
２
２
１
‐
２
３
０
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
１
６
６
国
会
に
お
い
て
「
雇
用
対

策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
こ

と
に
伴
い
、
外
国
人
雇
用
状
況
報
告
制

度
が
平
成
19
年
10
月
1
日
か
ら
義
務
化

さ
れ
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
事
業
主
の
方
に
は
、
外
国

人
労
働
者
（
特
別
永
住
者
を
除
く
）
の

雇
用
ま
た
は
離
職
の
際
に
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
氏
名
、
在
留
資
格
、
在
留

期
限
等
に
つ
い
て
確
認
し
、
厚
生
労
働

大
臣
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
へ
届
け
出
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
10
月
1
日
時
点
で
既
に
雇

用
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
平
成
20
年
10
月
1
日
ま
で
に
届
け

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
届

出
を
怠
っ
た
り
、
虚
偽
の
届
出
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
30
万
円
以
下
の
罰
金
が

課
せ
ら
れ
ま
す
。）
詳
し
く
は
、
管
轄

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は
、
千
葉
労
働
局

職
業
対
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

千
葉
労
働
局
職
業
対
策
課

電
話
０
４
３
‐
２
０
２
‐
５
１
３
１

　

技
能
検
定
は
、「
働
く
人
々
の
有
す

る
技
能
を
一
定
の
基
準
に
よ
り
検
定

し
、
国
と
し
て
証
明
す
る
国
家
検
定
制

度
」
で
す
。
技
能
検
定
は
、
技
能
に
対

す
る
社
会
一
般
の
評
価
を
高
め
、
働
く

人
々
の
技
能
と
地
位
の
向
上
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

技
能
検
定
は
昭
和
34
年
に
実
施
さ
れ

て
以
来
、
年
々
内
容
の
充
実
を
図
り
、

現
在
１
２
９
職
種
に
つ
い
て
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
技
能
検
定
の
合
格
者
は
平

成
18
年
度
ま
で
に
２
９
６
万
人
を
超

え
、
確
か
な
技
能
の
証
と
し
て
各
職
場

に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
後
期
技
能
検
定
の
受
付
は
10

月
1
日（
月
）か
ら
12
日（
金
）ま
で
と
な

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
受
験
手
数
料
を

添
え
て
、
受
験
申
請
書
を
千
葉
県
職
業

能
力
開
発
協
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

千
葉
県
職
業
能
力
開
発
協
会　

技
能
検
定
課

電
話　

０
４
３
‐
２
９
６
‐
１
１
５
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
３
‐
２
９
６
‐
１
１
８
６

「
第
13
回
千
葉
元
気
印
企
業
」
の

募
集

中
小
企
業
労
働
時
間
適
正
化

促
進
助
成
金
の
創
設
に
つ
い
て

「
外
国
人
雇
用
状
況
報
告
」
の

義
務
化
に
つ
い
て

平
成
19
年
度
後
期
技
能
検
定
の

実
施
に
つ
い
て




